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⑴
森
林
・
林
業
基
本
計
画
の

　
　
　
　
　
　
推
進
に
係
る
意
見
書

　
我
が
国
の
森
林
の
大
部
分
は
中
山

間
地
域
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
林
業
振

興
は
、
人
口
流
出
の
ダ
ム
的
効
果
を

果
た
し
、
地
方
再
生
の
原
点
に
な
る

と
考
え
る
。

　
よ
っ
て
、
森
林
・
林
業
基
本
計
画

に
基
づ
く
森
林
・
林
業
の
再
生
等
に

向
け
た
予
算
の
確
保
な
ど
７
項
目
の

実
現
を
国
に
強
く
要
望
す
る
。

⑵
地
域
林
業
・
地
域
振
興
の
確
立
に

向
け
た
山
村
振
興
法
の
延
長
と

施
策
の
拡
充
に
係
る
意
見
書

　
山
村
地
域
は
、
国
土
保
全
等
の
多

面
的
か
つ
公
益
的
な
役
割
を
果
た
し

て
い
る
が
、
主
要
産
業
で
あ
る
農
林

業
の
低
迷
な
ど
多
く
の
課
題
が
あ
り
、

厳
し
い
状
況
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
平
成
27
年
３
月
末
に
期

限
切
れ
と
な
る
山
村
振
興
法
を
延
長

し
、
地
域
林
業
の
確
立
や
就
業
機
会

の
増
大
等
の
対
策
を
講
ず
る
こ
と
な

ど
４
項
目
を
国
に
強
く
要
請
す
る
。

⑶
危
険
ド
ラ
ッ
グ
（
脱
法
ハ
ー
ブ
）

の
根
絶
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策
　
　
　

の
強
化
を
求
め
る
意
見
書

　
危
険
ド
ラ
ッ
グ
は
、
そ
の
使
用
に

よ
る
重
大
な
交
通
事
故
が
た
び
た
び

発
生
す
る
な
ど
深
刻
な
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
危
険
ド
ラ
ッ
グ
の
根
絶

に
向
け
、
販
売
、
流
通
等
の
実
態
調

査
お
よ
び
健
康
被
害
と
の
因
果
関
係

の
調
査
研
究
な
ど
３
項
目
の
総
合
的

な
対
策
強
化
を
政
府
に
強
く
求
め
る
。

⑷
産
後
ケ
ア
体
制
の
支
援
強
化
を

求
め
る
意
見
書

　
子
育
て
支
援
に
お
い
て
は
、
妊
娠
、

出
産
、
育
児
と
切
れ
目
の
な
い
支
援

が
必
要
で
あ
り
、
特
に
、
出
産
直
後

の
母
親
へ
の
精
神
的
、
身
体
的
な
サ

ポ
ー
ト
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
妊
娠
・
出
産
包
括
支
援

モ
デ
ル
事
業
の
着
実
な
実
施
や
、
産

後
ケ
ア
を
円
滑
に
提
供
す
る
体
制
の

構
築
な
ど
３
項
目
の
実
現
を
政
府
に

強
く
求
め
る
。

⑸
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
に
係
る
周
知

及
び
適
切
な
労
災
認
定
に
向
け
た

取
り
組
み
の
推
進
を

求
め
る
意
見
書

　
軽
度
外
傷
性
脳
損
傷
は
、
自
覚
症

状
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
査

で
異
常
が
見
つ
か
り
に
く
い
た
め
、

労
災
等
の
補
償
対
象
と
な
ら
な
い
ケ

ー
ス
も
多
く
、
周
囲
か
ら
の
誤
解
に

苦
し
む
状
況
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　
よ
っ
て
、
こ
の
疾
病
に
つ
い
て
、

国
民
を
初
め
教
育
機
関
等
へ
広
く
周

知
を
図
る
こ
と
な
ど
２
項
目
を
政
府

に
強
く
要
望
す
る
。

⑹
風
水
害
に
よ
る
被
災
し
た

農
林
水
産
業
の
経
営
復
興
支
援
を

求
め
る
意
見
書

　
本
年
８
月
の
台
風
や
長
雨
に
よ
る

農
林
水
産
業
の
被
害
に
つ
い
て
、
国

に
よ
る
復
旧
事
業
の
対
象
工
事
費
は

40
万
円
か
ら
で
あ
り
、
復
旧
が
進
ま

な
い
実
態
が
あ
る
。

　
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
復

興
対
策
と
し
て
、
災
害
復
旧
関
連
資

金
の
無
利
子
化
等
の
助
成
措
置
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
も
同

様
の
支
援
や
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ

と
お
よ
び
復
旧
工
事
の
対
象
額
の
引

き
下
げ
を
政
府
に
求
め
る
。
　
　

⑺
地
方
の
住
民
の
移
動
権
を

確
保
す
る
た
め
、
地
域
公
共
交
通

へ
の
さ
ら
な
る
支
援
強
化
を
　
　
　

求
め
る
意
見
書

　
地
方
の
公
共
交
通
事
業
者
が
赤
字

運
行
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
中
、
地
方

自
治
体
が
多
額
の
補
助
金
を
支
出
し
、

赤
字
路
線
の
維
持
を
図
る
と
い
う
地

域
公
共
交
通
の
在
り
方
は
、
全
国
各

地
に
内
在
す
る
課
題
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
課
題
解
決
に
向
け
、
交

通
政
策
基
本
法
に
基
づ
く
支
援
制
度

の
強
化
を
政
府
に
強
く
求
め
る
。

⑻
２
０
１
５
年
度
予
算
（
介
護
・

　
　
　
子
ど
も
）
の
充
実
・
強
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
求
め
る
意
見
書

　
２
０
１
５
年
４
月
か
ら
訪
問
介
護

と
通
所
介
護
の
市
町
村
事
業
へ
の
移

行
が
進
め
ら
れ
る
が
、
地
域
間
格
差

に
よ
る
介
護
の
重
度
化
な
ど
の
不
安

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
時

期
か
ら
本
格
実
施
と
な
る
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
新
制
度
は
、
保
育
士
の

配
置
基
準
の
見
直
し
等
が
不
十
分
な

内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
介
護
労
働
者
お
よ
び
保

育
士
な
ど
の
福
祉
人
材
の
確
保
と
処

遇
改
善
の
た
め
の
予
算
確
保
な
ど
３

項
目
の
対
策
を
政
府
に
求
め
る
。

⑼
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法

「
学
習
支
援
事
業
」
に
対
す
る

国
の
補
助
率
か
さ
上
げ
を

求
め
る
意
見
書

　
学
習
支
援
事
業
に
つ
い
て
、
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
法
が
来
年
度
か
ら

本
格
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
同

事
業
の
国
庫
補
助
率
が
２
分
の
１
に

下
が
り
、
自
治
体
の
負
担
が
増
加
す

る
。
し
か
し
、
生
活
困
窮
者
に
対
す

る
第
一
義
的
な
責
務
は
国
に
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
本
事
業
の
国
庫
補
助
率

を
生
活
保
護
並
み
の
４
分
の
３
以
上

に
す
る
こ
と
を
政
府
に
強
く
求
め
る
。

⑽
魅
力
あ
る
地
方
都
市
の

　
　
構
築
へ
向
け
た
施
策
の
推
進
を

　
　
　
　
　
　
　
　
求
め
る
意
見
書
　

　
地
方
経
済
の
衰
退
に
よ
る
地
域
の

活
力
低
下
に
対
し
て
、
新
た
な
雇
用

の
場
の
創
出
や
魅
力
の
創
造
な
ど
を

図
り
、
地
方
の
活
性
化
を
急
速
に
進

め
る
こ
と
は
、
広
く
国
民
の
利
益
に

資
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
地
方
に
お
け
る
企
業
誘

致
や
起
業
促
進
に
必
要
な
財
政
・
税

制
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
な
ど
５

項
目
を
政
府
に
強
く
要
望
す
る
。

⑾
奨
学
金
制
度
の
充
実
を

　
　
　
　
　
　
　   

求
め
る
意
見
書

　
奨
学
金
は
、
長
引
く
不
況
や
就
職

難
か
ら
、
そ
の
返
還
に
苦
し
む
若
者

が
急
増
し
て
い
る
が
、
返
還
の
救
済

制
度
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
が
あ
る

と
い
う
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
所
得
連
動
返
還
型
の
奨

学
金
制
度
の
創
設
な
ど
４
項
目
を
政

府
に
強
く
要
望
す
る
。

⑿
浸
水
被
害
等
災
害
対
策
の

抜
本
的
強
化
を
求
め
る
意
見
書

　
近
年
、
都
市
部
で
の
集
中
豪
雨
被

害
が
深
刻
化
す
る
状
況
が
続
い
て
お

り
、
国
土
強
靭
化
基
本
法
の
基
本
目

標
に
鑑
み
た
抜
本
的
対
策
が
重
要
と

な
っ
て
い
る
。

　
よ
っ
て
、
半
壊
、
一
部
損
壊
や
床

上
浸
水
な
ど
の
世
帯
も
被
災
者
生
活

再
建
支
援
法
の
対
象
と
す
る
こ
と
な

ど
４
項
目
の
実
現
を
政
府
に
求
め
る
。

⒀
義
務
教
育
の
年
齢
引
き
下
げ
と

幼
児
期
の
教
育
無
償
化
を

求
め
る
意
見
書

⒁
小
中
一
貫
教
育
の
制
度
化
を

求
め
る
意
見
書

⒂
米
価
暴
落
へ
の
対
策
を

求
め
る
意
見
書

⒃
カ
ジ
ノ
賭
博
の
合
法
化
に

反
対
す
る
意
見
書

⒄
消
費
税
増
税
の
撤
回
を

求
め
る
意
見
書

　
議
場
の
歴
史
に
幕
、
仮
庁
舎
へ
移

転
。
議
会
最
終
日
に
閉
場
式
が
行
わ

れ
、
元
市
議
会
議
長
が
、
「
昭
和
33

年
の
建
設
当
時
は
人
口
が
毎
年
５
千

人
ず
つ
増
え
る
時
代
で
、
災
害
と
常

に
向
き
合
っ
て
き
た
歴
史
で
も
あ
っ

た
」
と
あ
い
さ
つ
。
市
歌
を
斉
唱
し
、

議
場
が
移
転
し
て
も
「
市
民
の
た
め

に
最
善
を
尽
く
す
」
と
議
員
も
職
員

も
心
を
一
つ
に
し
た
。

（
議
会
広
報
委
員
会
）

に
会
例
定
月
９

た
し
出
提

（要 旨）

⑴
〜
⑺
は
全
員
賛
成
で
、⑻
〜
⑿
は
賛
成
多
数
で

可
決
し
、
国
等
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

⒀
〜
⒄
は
否
決
し
ま
し
た
。

意
見
書

※意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会の意思を意見としてまとめ、国等へ提出する文書のことです。
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